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本報告書の調査は、本件航空事故に関し、運輸安全委員会設置法及び国際民間航空

条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故及び事故に伴い発生した

被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われ

たものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。 
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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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航空事故調査報告書 
 

令和５年８月４日 
運輸安全委員会（航空部会）議決 
委 員 長  武 田 展 雄（部会長） 

  委   員  島 村   淳 
委   員  丸 井 祐 一 
委   員  早 田 久 子 

  委   員  中 西 美 和 
  委   員  津 田 宏 果 

 
所属 株式会社 Japan General Aviation Service（ＪＧＡＳ） 

型式、登録記号 シーラス式ＳＲ２０型、ＪＡ０１ＴＣ 
事故種類 着陸時の機体損傷 

発生日時 令和４年１２月２６日 １１時０５分ごろ 
発生場所 熊本県天草飛行場滑走路上 

（北緯３２度２８分５０秒、東経１３０度０９分４５秒） 
 
１．調査の経過 

事故の概要 同機は、令和４年１２月２６日、熊本県天草飛行場の滑走路３１に連続離着陸

訓練のため進入した際に復行を試みたものの、前脚から滑走路に接地し、機体を

損傷した。 

調査の概要 主管調査官ほか１名の調査官（令和４年１２月２６日指名） 
意見聴取（原因関係者）及び意見照会（関係国）を実施  

 

２．事実情報 

航空機 

航空機型式：シーラス式ＳＲ２０型 

製造番号：第２２６８号、製造年月日：平成２６年８月６日 

耐空証明書：第大－２０２２－０８７号、有効期限：令和５年５月２２日 

乗組員 

(1)  機長 ７２歳 

     定期運送用操縦士（飛行機） 平成２７年５月１日 

      特定操縦技能 操縦等可能期間満了日 令和５年５月８日 

総飛行時間 １８,８６３時間１０分 

      同型式機での飛行時間 ８０５時間５７分 

(2)  訓練生Ａ ３６歳 

     事業用操縦士（飛行機） 令和３年３月２３日 

         特定操縦技能 操縦等可能期間満了日 令和５年３月２３日 
総飛行時間 ３５０時間２２分 

      同型式機での飛行時間 １６時間２１分 

気象（航空気象定時観測気象報） 

１１時００分 風向 ０２０°、風速 ５kt、 風向変動 ３４０°～０６０°、 

卓越視程 １０km 以上、雲 雲量 １／８、雲型 積雲、雲底高度 ２,５００ft、  
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気温 ９℃、露点温度 ２℃、高度計規正値（ＱＮＨ） ３０.２０inHg 

発生した事象及び関連情報 

(1) 飛行の記録 

同機は、同社が規定し

ている特別訓練として、

天草飛行場までの野外

飛行訓練及び同飛行場

での連続離着陸訓練を

行うため、令和４年１２

月２６日１０時３１分に

教官である機長が左操

縦席、搭乗していた２名

の訓練生のうちの訓練

生Ａが右操縦席、訓練生

Ｂが右後席に着座し、訓

練生Ａの操縦によって鹿

児島空港を離陸した。 

この訓練は、訓練計画

の都合により本事故発

生の前日に実施が決定

された。訓練生Ａは操縦

教育証明取得のための

訓練を控えていたことか

ら、右席操縦を行うこと

にして準備を行った。訓

練生Ａは、他の型式機で

右席操縦による５、６回

の離着陸の経験があったが、同型式機での右席操縦は初めてであったことから、エンジン始動時か

ら右席で行う操作に違和感を覚えて

いた。 

訓練生Ａは、不慣れな左手でパ 

ワー・レバーを操作することに違和

感があり、天草飛行場の滑走路３１

への進入時も降下経路及び速度が

安定せず、機長から降下経路及び速

度について、複数回指導を受けた。 

同機は、滑走路３１進入端に近づ

いたが、降下経路が低く、速度も進

入速度を下回ったため、機長は  

「ゴー・アラウンド」と発声し、訓

練生Ａに対して復行を指示した。し

かしながら、同機の機首が下がったことから（図１ フライト・データ・ロギング機能*1の記録①

                                                   
*1 「フライト・データ・ロギング機能」とは、同機に装備された集合計器システム（Garmin G1000）が、飛行データと

エンジンデータを自動的に記録する機能のことである。 

図１ フライト・データ・ロギング機能の記録 

① 

② 

図２ 推定飛行経路及び現場の状況 
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参照）、機長は再度「ゴー・アラウンド」と発声するとともにテイク・オーバーを試みたものの、

同機は前脚から接地し、タイヤを含む前脚の一部が折損した状態で滑走路を移動した後、滑走路上

でかく
・ ・

座した。訓練生Ａは、機長の指示に従い復行を試みた際に、操縦桿を前に押したような気が

すると口述している。 

 機長ほか２名の訓練生は、自力で降機し、負傷者はいなかった。 

(2) 航空機の損壊 

   同機は、前脚が折損して

おり、脱落した前脚は、滑

走路南側の緑地帯で発見

された。また、右主脚タイ

ヤカバーの破損、胴体下

面、左水平尾翼下面の打

痕及び３枚のプロペラ・ブ

レードに後方への湾曲及

び擦過痕が確認された。 

さらに、機体内部の点検

において図３に示す胴体

右側中央下部構造部（ロ

ンジロン）に大修理相当の

損傷（胴体外板とロンジロ

ンの接着面の剝がれ）が確

認された。 

(3) 復行操作 

同機の飛行規程 第４章通常操作 着陸中断／ゴー・アラウンドに復行時の操作について以下の

記述がある（抜粋）。 

1. オートパイロット・・・・解除する 

2. パワー・レバー・・・・・最前方位置まで操作する 

3. フラップ・・・・・・・・５０％にする 

4. 速度・・・・・最良上昇角速度（８１～８３KIAS*2）にする 

(4)  同機の操縦席 

左操縦席正面には、プライマリー・フライト・  

ディスプレイ（ＰＦＤ）が装備されており、飛行に

必要な情報（姿勢、速度、機首方位、高度など）を

表示する。ＰＦＤの右側には、マルチ・ファンク   

ション・ディスプレイ（ＭＦＤ）が装備されており、

エンジンや電気系統などのシステム情報及び航法に

必要な情報などを表示する。 

同機の操縦桿はサイドコントロール式である（図

４参照）。操縦桿を前後に操作してピッチ方向の操

縦を行い、操縦桿を左右に傾けてロール方向の操縦を行う。 

(5)  右席操縦に関する同社の規定 

同社は、操縦教育証明を有する操縦士を社員として採用し、訓練することが主であったため、採

用後に操縦教育証明を取得する操縦士が、訓練生として右席で操縦する場合の要領などに関する規

                                                   
*2 「KIAS」とは、ノットで表示された指示対気速度のことである。 

図３ 胴体下面の損傷箇所 

図４ 同機の操縦席 

フラップ操作スイッチ 

パワー・レバー

操縦桿 

ＰＦＤ 

操縦桿 

ＭＦＤ 
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定を設けていなかった。 

 

３．分析 

(1) 接地時の状況 

同機は、機長の指示による復行を試みた際に機首が下がったため、前脚から滑走路に接地して滑

走路上でかく
・ ・

座したものと推定される。 

機首が下がったことについては、同機が復行を試みた際に、訓練生Ａが操縦桿を前方に押したこ

とによるものと考えられる。 

操縦桿を前方に押したことについては、左席で復行操作を行う場合、操縦士は右手でパワー・レ

バーを前方に操作することから、同型式機で初めて右席操縦を行った訓練生Ａが、右手で操作して

いた操縦桿に対してパワー・レバーに対して行う操作を行った可能性が考えられる。また、左席で

復行操作を行う場合、機首上げのため、操縦士は左手で操縦桿を引くことから、訓練生Ａが左手で

操作していたパワー・レバーに対して操縦桿に対する操作を行い、パワー・レバーを手前に引いた

可能性が考えられ、同機のエンジン出力の減少（図１②参照）が同機の機首下げに関与したものと

考えられる。 

機長は、訓練生Ａに対して復行を指示した際に、同機の機首が下がったため、再度復行を指示し

ているが、接地までの時間を考慮して機首が下がった時点でテイク・オーバーすべきであったもの

と考えられる。 

(2)  訓練生の右席操縦 

訓練生Ａは、自らの意思で本事故時の訓練を右席での操縦により行うことにしたが、同訓練の実

施の決定がその前日であったことから、左右の操縦席での操作や計器の見え方の相違などを踏まえ

た右席で操縦を行うための準備が不足していたものと考えられる。 

また、同社が訓練生Ａのような新たに操縦教育証明を取得する操縦士の教育・訓練についての具

体的な要領を準備しておらず、右席での操縦訓練の可否に係る判断は、教官に任されていたものと

推定され、また、訓練生が行う右席操縦への教官の準備も不足していたものと考えられる。 

(3)  機体の損傷 

同機が前脚から接地した際に、プロペラが滑走路面に接触して損傷したものと推定される。その

後、前脚の一部がタイヤとともに破断して右主脚のタイヤカバー、胴体下面及び左水平尾翼下面に

衝突したものと推定される。また、破断した前脚が胴体下面に衝突したことで胴体右側中央下部構

造部（ロンジロン）を損傷したものと推定される。 

 

４．原因 

本事故は、同機が、復行を試みた際に機首が下がったため、前脚から滑走路に接地した後、破断し

た前脚が胴体下面に衝突したことで胴体右側中央下部構造部（ロンジロン）を損傷したものと推定さ

れる。 

機首が下がったことについては、同機が復行を試みた際に、訓練生Ａが操縦桿を前方に押したこと

によるものと考えられ、右席の訓練生Ａが右手で操作していた操縦桿に対してパワー・レバーに対し

て行う操作を行った可能性が考えられる。 

 

５．再発防止策 

(1)  必要と考えられる再発防止策 

① 同社は、訓練生が右席で操縦訓練を行う場合に左右の手によって操作する対象が異なること、

計器の見え方が異なることなど、左席で操縦を行う場合との相違点を整理し、事前に十分な準備

を行った上で操縦訓練に臨める環境を用意することが必要と考えられる。 

② 同社は、訓練生が右席で操縦訓練を行う場合に注意すべき点を検証し、訓練生に右席で操縦さ
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せる場合の要領を明確化するとともに、操縦訓練中の教官のテイク・オーバーについて、再教育

することが必要である。 

(2)  本事故後に講じられた再発防止策 

同社は、運航本部長通達「操縦訓練に於ける教育技法（Take Over）についての再確認」を発行

し、操縦教官に対してテイク・オーバーに係る教育技法について周知を行った。 

また、運航本部長通達「右席操縦実施要領」を発行し、被訓練者に対して右席操縦をする上での

必要な知識及び経験を付与することとし、操縦教育証明取得訓練導入のためのシラバスを制定した。 

 


